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A県相談支援従事者現任者研修受講生による研修評価

―研修満足度と支援困難事例の関連から―
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青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科

抄　録  
〔目的〕　本調査は，A 県相談支援従事者現任者研修の受講生を対象に，実務における困難の有無と受講生の
研修満足度の関連について検討することを目的としてアンケート調査を実施した。

〔方法〕　A 県相談支援従事者現任者研修に参加した50名を対象に，質問紙法を用いてインターネット上で調
査を行った。18名からの回答が得られた。分析には SPSS	ver	26.0を用いた。質問項目は研修満足度，基本
属性，職務状況から構成されていた。

〔結果〕　研修の総合満足度（平均＝110.1，SD＝17.2）を従属変数，その他の各項目を独立変数として t 検
定及び一元配置分散分析を行った。その結果，援助者の対応に関する困難要因があると回答した受講生は，
総合満足度が低いという結果であった（df＝ 1，t＝17.71，p＝0.004）。

〔結論〕　総合満足度を下げる要因として，支援困難事例の要因の 1 つである「援助者の対応に関する要因」
が強い影響を与えていた。この結果には，研修の学びを受講生の業務に生かすことができないことが 1 つの
原因であると考えられる。「援助者の対応に関する要因」がある人が研修の学びを実務に生かすためには，研
修受講後の教育的スーパービジョンを充実する必要があると考えられる。
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Ⅰ．緒　言

1 ．相談支援専門員の役割
　相談支援専門員は，ケアマネジメントの実施過程
において，インテーク，アセスメント，サービス等
利用計画の作成，サービス提供機関との連携・調整，
モニタリング等を行う専門職である1）。相談支援専
門員が行う障害者ケアマネジメントは，地域で暮ら
す障害者が，地域に散在する多くのサービスを有効
に活用できるように支援するため，障害者本人の意
向を尊重し，福祉，保健，医療，教育，就労等の幅
広いニーズと様々な地域の社会資源の間に立って，
障害者のエンパワメントを高める視点から総合的か
つ継続的なサービスの供給を確保するための重要な
援助方法である2）。厚生労働省で検討されている相
談支援専門員に求められる技能には，「どのような意
図でどのような支援を行っているのかを，具体的に
説明する力」，「サービス調整に留まらず，暮らし全
体を支える視点でインテーク・アセスメントを行う

力」等が挙げられている3）。
　このように，相談支援専門員に求められる技能は
多岐に渡っている。そのため，障害者の自立生活を
支援するにあたって，相談支援専門員は資質向上に
努め，技量を高める必要があり，研修等による日々
の研鑽が重要である。
　相談支援従事者現任者研修は，日常の相談支援業
務の検証を行うことにより，すでに相談支援に従事
する者の資質の向上を図ることを目的に行われる研
修である4）。資格要件として，障害者の保健・医療・
福祉・就労・教育の分野における相談支援や介護等
の業務と， 3 年から10年の実務経験に加え，相談支
援従事者現任者研修を修了する必要があり5）， 5 年
に 1 回以上研修を受講する義務がある。また，資質
の向上のためには困難事例に対する支援方法につい
て助言を受けるなど，日常の相談支援業務の検証が
行われている4）。

2 ．相談支援専門員が抱える支援困難事例
　相談支援専門員の資質向上を図るため，研修では
支援困難事例を中心とした事例検討が行われる。支
援困難事例という言葉の意味は一定でなく，困難事
象が多様であること，困難な事象と原因は複合的で
あること，援助者自身が困難の原因になっている場
合があることが要因となり，客観的に捉えることが
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難しい6）。
　このような特性を踏まえ，岩間（2014）は支援困
難事例の発生要因という視点から支援困難事例を整
理し，枠組みを提示している。支援困難事例が発生
する要因として，個人的要因，社会的要因，援助者
の不適切な対応を挙げており，この 3 つの要因のう
ち， 2 つもしくは 3 つの要素が重なり，その結果困
難性が相乗的に増幅した事例は支援困難事例と言う
ことができる7）。
　相談支援に係る業務実態調査8）によると，平成24
年 4 月～25年 3 月の 1 年間の対応困難事例の有無に
ついて，「ある」が82.6％と大半を占めており，相談
支援専門員の多くは支援困難事例を抱えていること
が分かる。また，相談支援専門員の実態調査9）によ
ると，相談支援業務の課題として感じることを問う
項目に対して，「困難ケースに十分対応できないこと
が多い」49.2％，「計画相談に関する自分のスキル等
に不安がある・スキル等を向上させる機会がない」
42.5％と，相談支援専門員の約半数がこれらを課題
として挙げている。このような結果から，支援困難
事例の解決は相談支援専門員が相談援助を行う上で
課題となっており，困難事例に対応できないことが，
自身のスキルに対する不安要素に繋がっている可能
性がある。

3 ．相談支援従事者現任者研修の必要性
　相談支援従事者現任者研修は，相談支援サービス
や相談支援専門員の質を向上し，実践力の高い相談
支援専門員を養成することを目的としている10）。
　前述したように，多くの相談支援専門員は支援困
難事例を抱えている。原因はさまざま考えられるが，

「個人的要因」は発生源が利用者本人に帰属するも
の，「社会的要因」は発生源が社会（環境）の側及び
関係性に帰属するもの，「援助者の対応に関する要
因」は発生源が相談支援専門員の不適切な対応に帰
属するものを指している。岩間（2014）によると支
援困難事例とはこの 3 つの要因のうち， 2 つもしく
は 3 つの要素が重なったものを指すが，本論文では
1 つでも該当しているものを支援困難事例と定義す
る。
　「援助者の対応に関する要因」では，具体例とし
て，不十分な連携と協働，ネットワークの機能不全，
本人を取り巻く環境への不適切な働きかけ等が挙げ
られる11）。すなわち，相談支援専門員自身が的確な
対応を取れないことが原因で支援困難事例を生み出
し，その結果，対応に苦慮してしまうケースも一定
数あることが考えられる。相談支援従事者現任者研
修は，このような相談支援専門員が抱える支援困難
事例の解決に繋がることが期待される。
　相談支援専門員が支援困難事例に直面した時，自
身の対応について第三者から評価・助言を受ける等，
スキルアップする機会が必要である。相談支援に係
る業務実態調査12）の結果によると，困難事例への事
業所内の対応としては，「責任者（上司）に相談す

る」が77.3％，「同僚等に相談する」が67.5％，「事
業所内でケース検討（会議）を行う」が57.7％と，
他者に相談したり，ケース検討で助言を受けること
で対応していることが多い。しかし，「上司や同僚が
いないため相談できない」という回答も3.1％あり，
事業所内のみでの困難事例の対応に限界があること
も示唆されている。
　相談支援専門員と近い職種である介護支援専門員
は，利用者の支援においてさまざまな困難を抱え，
ストレスのかかる状況に置かれていることが指摘さ
れている13,14）。このような状況が続くことはケアマ
ネジメントの質の低下につながり，利用者へのサー
ビスにおいても悪影響を及ぼすことが考えられる。
このことは，相談支援専門員の場合においても同様
のことが言えるのではないだろうか。
　以上のことから，相談支援専門員は，事業所外に
おいても他者から助言を受け，専門的な学びを得る
機会が必要だと考える。事業所外での相談支援専門
員の資質向上方法として，「研修」が91.0％とほとん
どの割合を占めている8）。その研修の 1 つとして，相
談支援従事者現任者研修が挙げられる。平成31年か
ら新カリキュラムの研修が開始し，合計の時間数は
18時間から24時間に増幅した15）。時間数が増幅した
ことから，相談支援専門員にとって，相談支援従事
者現任者研修はますます意義のあるものになってい
ると考える。よって，相談支援に従事する者が自身
の支援方法について他者から助言を受け，専門的な
学びを得る機会として，重要な役割を果たしている
ことが分かる。
　また，相談支援従事者現任者研修は相談支援専門
員の資質向上に大きく影響していることから，より
高い満足度を実現する研修が明らかになることで，
支援困難事例の解決においても研修効果の充実へ繋
がると予想される。
　本研究の目的は，A 県相談支援従事者現任者研修
の受講生を対象に，実務における困難の有無と受講
生の満足度の関連について検討することである。

Ⅱ．対象と方法

1 ．対象
　調査対象はA県相談支援従事者現任者研修の受講
生である。本調査はA県社会福祉協議会の協力を得
て実施した。また，研修当日に受講生に依頼文書を
配布した。なお，対象者は50名である。

2 ．方法
　調査は令和 3 年 1 月14日（木），15日（金）， 2 月
16日（火），17日（水）の 4 日間の研修後に行われ
た。調査方法は質問紙法を用いてインターネット上
で行った。講師の方に協力していただき，研修当日
に QR コード付きの用紙を配布した。回答期限は研
修最終日から 1 週間とし，50名中18名から回答が得
られた。
　本調査のアンケートは，基本属性，支援困難事例
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の項目，職場環境，研修満足度の項目，自由記述の
項目で構成されている。
　各項目の調査内容は，①性別，年齢，保有資格，
現在の相談支援員業務の有無，主な担当ケース，
ケース件数，相談支援専門員としての勤務年数，勤
務形態，②支援困難事例について③信頼する上司の
有無，相談できる上司・同僚の有無，勤務年数，自
身の成長を実感するかとなっている。
　研修満足度の項目に関しては，「そう思わない」

「どちらかといえばそう思わない」「どちらともいえ
ない」「どちらかといえばそう思う」「そう思う」の
五件法で回答を求め，それぞれ「そう思わない： 1
点」「どちらかといえばそう思わない： 2 点」「どち
らともいえない： 3 点」「どちらかといえばそう思
う： 4 点」「そう思う： 5 点」として得点化した。研
修満足度の項目は26項目あり，岩永俊博が開発した
保健福祉の研修評価・満足度のスケール16）を使用
し，26問の合計点を「総合満足度」とした注1）。取り
得る得点の範囲は26点～130点であり，点数が高いほ
ど高い満足度を示している。この総合満足度を従属
変数，基本属性や困難事例の有無を独立変数とし，
有意水準を 5 ％としてt検定または一元配置分散分析
を行った（両側検定）。分析にはIBM	SPSS	Statistics	
ver.	26.0を使用した。
　自由記述の内容は，①研修の中で印象に残った内
容をお書きください。②研修において，実際に現場
で活用できそうだと感じたことをお書きください。
③研修において，疑問に感じたことをお書きくださ
い。④今回の研修を通して感じたことを自由にお書
きください。として， 4 問を設定した。

3 ．倫理的配慮
　本研究は青森県立保健大学研究倫理委員会にて承
認を受けたのち，調査を実施した（承認番号20065）。
データは匿名および数値化されたものを使用するた
め，事業所や個人を特定できる情報は含まない。ま
た，依頼文には，受講生は本調査への協力は任意で
あることや，回答しないことがあっても不利益が生
ずることはないこと等が明記されている。同様の内
容について，研修開始前，筆者が受講生に調査協力
の依頼及び依頼文の内容を口頭でも説明した。

Ⅲ．結　果

1 ．基本属性
　令和 3 年 1 月14日（木），15日（金）， 2 月16日

（火），17日（水）の 4 日間で行われたA県相談支援
従事者現任者研修の受講生を対象としたアンケート
調査では，受講生50名に対して研修終了後にアン
ケート用紙を配布した結果，18名の受講生から返信
があった（返信率及び有効回答率36％）。
　研修受講生の基本属性は表 1 の通りである。支援
困難事例の発生要因については，「個人的要因」 3
名（27.3％），「社会的要因」6 名（54.5％），「援助
者の対応に関する要因」7 名（63.6％），「当てはま

るものはない」1 名（9.1％）となっており，「援助
者の対応に関する要因」が最も多い割合を占めてい
る。

2 ．研修満足度と支援困難事例の関連について
　研修の満足度を表す「研修満足度」26項目の内容
は表 2 の通りで，集計結果は表 3 に示した。
　満足度が最も高い項目は「Q9	講師は，この研修
の学習上の目標（何を，どのレベルまで学ぶか）を
受講生に説明していた。」「Q11	講師は，この研修内
容に関連した多くの事例を持っているようであっ
た。」「Q17	講師は，受講生と積極的にコミュニケー
ションを図ろうとしていた。」であった。
　満足度が 4 点以下と低かった項目は，「Q4	この研
修を受講するにあたり，本を読むなど事前に準備し
た。」「Q5	私の今までの経験や能力は，この研修を
受講するのに適切なレベルであった。」「Q6	この研
修の学習内容の難易度は私にとって適切であった。」

「Q7	この研修における学習の量は私にとって適切で
あった。」となっている。
　17名の回答者の最低点は62点，最高点は130点であ
り，平均点は110.1点（SD＝17.2）となっていた。
Kolmogorov-Smirnov の正規性の検定を行った結果
p＝0.200で総合満足度の正規性は確認された。属性
や困難事例の有無を独立変数として，総合満足度を
従属変数とした t 検定及び一元配置分散分析の結果
は以下の表 4 の通りである。統計的に有意であった
項目は「援助者の対応に関する要因」のみであった

（p＝0.004）。「援助者の対応に関する要因」がある人
の総合満足度の平均点は102.2点（SD＝8.5）であっ
たのに対して，「援助者の対応に関する要因」がない
人の平均点は114.4点（SD＝19.5）であった。この
分析結果から，「援助者の対応関する要因」があると
回答した受講生は，総合満足度が低いことが分かっ
た。

3 ．自由記述について
　自由記述については 1 人 1 人の記述をまとめ，「援
助者の対応に関する要因」があるグループとないグ
ループに分けたうえで満足度と受講生の学びの関連
について分析した。
　全ての設問の記述をまとめると18名中14名の方か
ら回答があり，14名のうち不適切な対応に「該当」
のグループが 5 名，「非該当」のグループが 9 名と
なっていた。 2 グループの記述内容を比較したとこ
ろ，「援助者の対応に対する要因」の有無にかかわら
ず，両グループともさまざまな学びがあったことを
記述していた。記述内容は表 5 の通りである。①に
は12名，②には13名，③には12名，④には12名から
回答が得られた。
　実際の受講生の記述として，「普段，軽く義務的に
なりがちな業務について考えさせられました。」「本
人の意思確認や状態について丁寧に拘わる必要性を
感じました。」「グループワークを通してチームで取
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表 1．研修受講生の基本属性（n＝18）

人 ％ 件数 人 ％

性別 ※以下，相談支援専門員の業務を行っている方が対象
女性 	4 22.2
男性 13 72.2 担当しているケースの中で最も多いもの
無回答 	1 	 5.6 知的障害 4 36.4

身体障害 1 	 9.1
年齢 精神障害 2 18.2
20～29歳 	 0 0 発達障害 3 27.3
30～39歳 	 4 22.2 その他 1 	 9.1
40～49歳 	 8 44.4
50～59歳 	 3 16.7 担当しているケースの件数
60歳～ 	3 16.7  	 2 1 	 9.1

	 12 2 18.2
資格（n＝18）　多重回答形式  20 2 18.2
医師 	 0 0  22 1 	 9.1
薬剤師 	0 0  30 1 	 9.1
保健師 	0 0  70 1 	 9.1
助産師 	0 0  86 1 	 9.1
看護師 	1 	 5.6  90 1 	 9.1
理学療法士 	0 0 120 1 	 9.1
作業療法士 	0 0 平均　　　　　	50.2
社会福祉士 	7 38.9 最大　　　　　120
精神保健福祉士 	2 11.1 最小　　　　　	 	 2
介護福祉士 	5 27.8 標準偏差　　　	39.5
介護支援専門員 	7 38.9
保育士 	3 16.7 相談支援専門員としての勤務年数
持っている資格は無い 	1 	 5.6 1 年未満 1 	 9.1
その他 	2 11.1 2 ～ 3 年 1 	 9.1

3 ～ 5 年 4 36.4
信頼できる上司・リーダーの有無 5 ～10年 5 45.5
いる 	 8 44.4 10～20年 0 0
どちらともいえない 	6 33.3 20年～ 0 0
いない 	3 16.7
無回答 	1 	 5.6 支援困難事例（n＝11）

個人的要因 3 27.3
気軽に相談できる同僚や上司の有無 社会的要因 6 54.5
いる 14 77.8 援助者の対応に関する要因 7 63.6
どちらともいえない 	3 16.7 当てはまるものはない 1 	 9.1
いない 	1 	 5.6

現在の勤務形態
自身の成長を実感することがあるか 専任 2 18.2
ある 11 61.1 兼務 9 81.8
どちらともいえない 	7 38.9
ない 	 0 0 兼務している事業種別及び役職

介護支援専門員 1 12.5
現在の職場での勤務年数 管理者 1 12.5
1 年未満 	1 	 5.6 児童発達支援，児童指導員・所長 1 12.5
1 ～ 2 年 	 2 11.1 児童発達支援所，児童指導員 1 12.5
3 ～ 5 年 	 1 	 5.6 障害者支援施設，生活支援員 1 12.5
5 ～10年 	 4 22.2 生活介護，支援スタッフ 1 12.5
10～20年 	 4 22.2 生活支援員 1 12.5
20年以上 	5 27.8 入所支援・生活介護，支援課長 1 12.5
無回答 	1 	 5.6 法人事務，主幹 1 12.5

現在相談支援専門員の業務を行っているか ※以下，相談支援専門員の業務を行っていない方が対象
行っている 11 61.1
行っていない 	7 38.9 過去の相談支援専門員としての勤務年数

0 年 2 28.6
1 年未満 2 28.6
1 ～ 2 年 1 14.3
無回答 2 28.6
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表 2．研修満足度

	 Q1　私は，この研修の目的（ねらい）を理解していた。
	Q2　私は，この研修の学習上の目標（何をどのレベルまで学ぶか）を理解していた。
	Q3　この研修で私の仕事に対する意識・知識・スキルが向上することを期待していた。
	Q4　この研修を受講するにあたり，本を読むなど事前に準備した。
	Q5　私の今までの経験や能力は，この研修を受講するのに適切なレベルであった。
	Q6　この研修の学習内容の難易度は私にとって適切であった。
	Q7　この研修における学習の量は私にとって適切であった。
	Q8　この研修の学習内容は，段階的に理解を促進する順序で配列されていた。
	Q9　講師は，この研修の学習上の目標（何を，どのレベルまで学ぶか）を受講生に説明していた。
Q10　講師は，この研修内容に関連した高い専門性を持っているようであった。
Q11　講師は，この研修内容に関連した多くの事例を持っているようであった。
Q12　講師の説明は表現を工夫していた。
Q13　講師の説明は簡潔で分かりやすかった。
Q14　講師の話のスピードは適切であった。
Q15　講師は，研修における時間管理が適切であった。
Q16　私は，受講生同士の相互交流を促進しようと働きかけていた。
Q17　講師は，受講生と積極的にコミュニケーションを図ろうとしていた。
Q18　講師の研修に対する取り組み姿勢は好感が持てた。
Q19　配布資料の内容はわかりやすかった。
Q20　配布資料は見やすくレイアウトされていた。
Q21　配布資料は研修内容の理解促進に役立った。
Q22　私は，研修を通じて，他の受講生から自分に有益な情報を得ることができた。
Q23　私は研修を通じて，他の受講生の姿勢や態度から学ぶ点が多かった。
Q24　この研修では，受講生相互の活発な意見交換ができるような雰囲気であった。
Q25　研修の内容は実践で活用できる内容であった。
Q26　研修を通じて事例解決の糸口を得られた。

り組む重要性・必要性を体験できました。」「意思決
定支援・チームアプローチの視点を学ぶことができ
ました。」「グループスーパービジョンの有用性が理
解できた。また，チームアプローチの大切さもよく
分かった。」「事例検討では見方を変えるとケアの方
法の選択が増え参考になった。他の事例についても
見解が広がった。」等が書かれていた。

Ⅳ．考　察

1 ．総合研修満足度と不適切な対応の関係性
　研修総合満足度と支援困難事例を構成する 3 つの
要因について分析した結果，「援助者の対応に関する
要因」があると回答した受講生は，総合満足度が低
いという結果となった。
　しかし，アンケートの自由記述を見ると，満足度
が低かった受講生の記述においても学びがあったこ
とが書かれており，支援の視野が広がった可能性が
考えられる。現場で活用できそうだと思ったことに
ついては，満足度が低い受講生，高い受講生ともに

「講義を通しての知識と知り合った人脈」，「人脈いた
だきました」という人脈に関しての記述があった。
総合満足度や不適切な対応の有無にかかわらず，他
の受講生と関わることで，普段の業務の中では得ら
れない知識や情報，新たな学びにつながったのでは
ないかと考える。
　このように，自由記述の内容には差がないのにも

かかわらず，満足度では差が出たのはなぜだろう
か。研修満足度の項目の 1 つである「研修を通じて
事例解決の糸口を得られた」という項目に対して

「そう思う： 5 点」と回答した人は17名中 8 名いた
が，不適切な対応がある人に限っては 1 人もいな
かった。
　「援助者の対応に関する要因」とは，援助関係の形
成不足，不十分な連携と協働，本人の意向の無視，
援助者主導の援助などが含まれる17）。すなわち，援
助者自身が周囲と上手く関係を作ることができない
場合を指すのではないだろうか。西原（2014）は，
ワーカーの心身不良に繋がる困難事例があると，そ
れがあたかも全担当事例に当てはまると錯覚すると述
べており，孤立を防ぐことの重要性を説いている18）。
　このように，困難事例を解決するうえで孤立を防
ぐことが重要であることについては，さまざまな理
由が考えられる。森川ら（2005）がケースワーカー
を対象に行った調査によると，業務への負担感を

「非常に負担」「多少負担」であると回答した人はそ
れぞれ37.2％，47.7％であり，業務量の多さは困難
事例の要因の 1 つであるとしている19）。また，杉村

（1997）は支援困難事例へのアプローチについて，他
機関と支援方策を共有した取り組みが期待されると
している20）。適切な機関と連携することで業務量を
見直すことができるため支援困難事例を減らすこと
に繋がることから，他機関と支援方策を共有するこ
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表 3．研修満足度　集計結果

1 2 3 4 5 無回答 平均値 標準偏差

人（％） 人（％） 人（％） 人（％） 人（％） 人（％）
	Q1 0（ 0 ） 0（ 0 ） 2（11.1） 6（33.3） 	 9（50.0） 1（5.6） 4.4 0.7
	Q2 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 6（33.3） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.2 0.9
	Q3 0（ 0 ） 0（ 0 ） 1（	 5.6） 8（44.4） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.4 0.6
	Q4 1（5.6） 3（16.7） 0（ 0 ） 8（44.4） 	 5（27.8） 1（5.6） 3.8 1.3
	Q5 1（5.6） 0（ 0 ） 7（38.9） 5（27.8） 	 4（22.2） 1（5.6） 3.7 1.1
	Q6 1（5.6） 0（ 0 ） 4（22.2） 8（44.4） 	 4（22.2） 1（5.6） 3.8 1.0
	Q7 1（5.6） 0（ 0 ） 7（38.9） 5（27.8） 	 4（22.2） 1（5.6） 3.7 1.1
	Q8 0（ 0 ） 2（11.1） 2（11.1） 7（38.9） 	 6（33.3） 1（5.6） 4.0 1.0
	Q9 0（ 0 ） 0（ 0 ） 1（	 5.6） 6（33.3） 10（55.6） 1（5.6） 4.5 0.6
Q10 0（ 0 ） 0（ 0 ） 3（16.7） 4（22.2） 10（55.6） 1（5.6） 4.4 0.8
Q11 0（ 0 ） 0（ 0 ） 1（	 5.6） 6（33.3） 10（55.6） 1（5.6） 4.5 0.6
Q12 0（ 0 ） 1（	 5.6） 1（	 5.6） 5（27.8） 10（55.6） 1（5.6） 4.4 0.9
Q13 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 6（33.3） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.2 0.9
Q14 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 5（27.8） 	 9（50.0） 1（5.6） 4.3 0.9
Q15 0（ 0 ） 1（	 5.6） 0（ 0 ） 7（38.9） 	 9（50.0） 1（5.6） 4.4 0.8
Q16 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 6（33.3） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.2 0.9
Q17 0（ 0 ） 1（	 5.6） 1（	 5.6） 7（38.9） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.3 0.8
Q18 0（ 0 ） 1（	 5.6） 1（	 5.6） 4（22.2） 11（61.1） 1（5.6） 4.5 0.9
Q19 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 7（38.9） 	 7（38.9） 1（5.6） 4.2 0.9
Q20 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 6（33.3） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.2 0.9
Q21 0（ 0 ） 1（	 5.6） 0（ 0 ） 9（50.0） 	 7（38.9） 1（5.6） 4.3 0.8
Q22 0（ 0 ） 1（	 5.6） 0（ 0 ） 7（38.9） 	 9（50.0） 1（5.6） 4.4 0.8
Q23 0（ 0 ） 1（	 5.6） 0（ 0 ） 9（50.0） 	 7（38.9） 1（5.6） 4.3 0.8
Q24 0（ 0 ） 1（	 5.6） 2（11.1） 5（27.8） 	 9（50.0） 1（5.6） 4.3 0.9
Q25 0（ 0 ） 1（	 5.6） 1（	 5.6） 5（27.8） 10（55.6） 1（5.6） 4.4 0.9
Q26 0（ 0 ） 1（	 5.6） 3（16.7） 5（27.8） 	 8（44.4） 1（5.6） 4.2 1.0

1 ＝そう思わない　 2 ＝どちらかといえばそう思わない　 3 ＝どちらともいえない
4 ＝どちらかといえばそう思う　 5 ＝そう思う

とは困難な状況へのアプローチ方法としても有効で
あるといえる。
　また，支援困難事例の解決は援助者のスキルや力
向上に求められることが多いが，支援困難をもたら
す要因は複合的である。そのため，飯村（2017）は，
支援困難事例の根本を解決するためには，制度や政
策的課題を把握し，福祉サービスの構造にまで立ち
返って対策を考える必要があると述べている21）。
　以上の内容を踏まえると，「援助者の対応に関する
要因」がある場合，受講生が感じている困難の背景
には，業務での孤立や過重な業務負担が背景にある
ことも考えられ，「援助者の対応に関する要因」を抱
える受講生に対して本研修がどこまで対応できるか
という点については限界があろう。「援助者の対応に
関する要因」があると感じている受講生は，自身が
周囲と上手く関係を作ることができずに孤立してい
る状態が支援困難事例の解決を困難にしている要因
の 1 つとなっていることが考えられる。まず，「援助
者の対応に関する要因」を感じている受講生は，そ
のような自身の状況に気付くことが必要だと考える。
また，困難事例による心身不良は他の困難でない事
例においても困難感を高めてしまう恐れがある。「援

助者の対応に関する要因」がある相談支援専門員は，
自身の問題について言語化して整理したり，指摘を
受けたりすることで周囲との関係が良好になり，研
修での学びを実務に活かすことができるのではない
だろうか。よって，研修前に自分の置かれている状
況を自覚することで研修内容がさらに深まる可能性
が考えられる。

2 ．教育的スーパービジョンの必要性
　相談支援従事者現任者研修は相談支援に従事する
者のスキルアップを目的とした研修である。職員研
修活動にはさまざまな形態があり，本研修はそのう
ち現任訓練に当てはまる。現任訓練とは，同じ業務
区分または同じ職責を担う特定の集団に提供され，
プログラム内容は特定のメンバーでなく，全メン
バーに当てはまるものが用いられる22）。よって，支
援困難事例を抱える受講生の中でも特に「援助者の
対応に関する要因」がある受講生に関しては，現任
者研修に留まらず，特定の事例に対してアドバイス
を受ける教育的スーパービジョンが必要だと考える。
　教育的スーパービジョンは，個々のスタッフの特
定のニーズについてケースや問題を特定化して行わ
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表 4．受講生の属性ごとに見た平均値の比較

n 平均値 標準偏差 自由度 t 値／ F 値 有意確率

性別
女 	4 120.0 11.9
男 13 107.0 18.6 1 	 	 1.683 0.216

相談支援専門員の業務
行っている 10 110.4 12.4
行っていない 	7 109.6 23.6 1 	 	 0.009 0.926

勤務形態
専任 	2 115.0 14.1
兼務 	 7 107.1 12.2 1 	 	 0.616 0.458

資格　社会福祉士
持っていない 11 115.1 12.8
持っている 	6 100.8 21.5 1 	 	 3.000 0.104

資格　精神保健福祉士
持っていない 15 111.3 17.0
持っている 	1 	 91.0 1 	 	 1.331 0.267

資格　介護支援専門員
持っていない 10 107.5 18.8
持っている 	7 114.7 14.3 1 	 	 0.651 0.432

資格　介護福祉士
持っていない 12 108.0 18.3
持っている 	5 115.0 14.7 1 	 	 0.569 0.462

困難事例　個人的要因
該当 14 107.6 13.2
非該当 	3 117.0 	 8.89 1 	 	 1.239 0.298

困難事例　社会的要因
該当 11 109.2 12.0
非該当 	6 111.6 14.2 1 	 	 0.084 0.780

困難事例　援助者の対応に関する要因
該当 10 123.7 	 1.53
非該当 	7 102.2 	 8.50 1 17.71 0.004

困難事例　当てはまるものはない
該当 16 109.1 12.5
非該当 	1 122.0 †― 1 	 	 0.962 0.355

担当ケースの障害種別
知的障害 	4 116.3 	 7.9
身体障害 	1 105.0 ‡―
精神障害 	2 123.0 	 1.4
発達障害 	2 	 97.5 	 9.2
その他 	1 	 93.0 ‡―

相談支援専門員としての勤務年数
1 年未満 	1 125.0 ‡―
2 ～ 3 年 	 1 122.0 ‡―
3 ～ 5 年 	 3 109.3 16.8
5 ～10年 	 5 105.8 	 9.6
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n 平均値 標準偏差 自由度 t 値／ F 値 有意確率

信頼できる上司・リーダー
いる 	8 117.0 　8.37
どちらともいえない 	6 101.5 24.6
いない 	2 110.5 19.1 2 	 	 1.379 0.286

相談できる同僚や上司がいるか
いる 10 113.8 13.4
どちらともいえない 	2 109.0 	 5.7
いない 	1 124.0 ‡―

自身の成長を実感することがあるか
はい 11 113.5 13.5
どちらともいえない 	6 103.7 22.5 2 	 	 1.305 0.271

現職場での勤務年数
1 年未満 	1 124.0 ‡―
1 ～ 2 年 	 1 	 91.0 ‡―
3 ～ 5 年 	 1 113.0 ‡―
5 ～10年 	 4 102.8 30.6
10～20年 	 4 118.8 	 4.6
20年以上 	5 110.4 13.8 5 	 	 0.596 0.704

†n＝ 1 のケースであるため標準偏差の出力不可
‡n＝ 1 のケースであるため一元配置分散分析の実行不可

れ，現任訓練を補完するものである22）。「援助者の対
応に関する要因」があり，利用者や他職種，関係機
関との関係がうまくできていない場合においては，
教育的スーパービジョンを行うことで，研修での学
びを実務に活かすことができると考える。
　実際のアンケート調査の記述においては，印象に
残ったこと，現場で活用できそうだと思ったことに
関して，具体的な支援方法や相談支援の基盤となる
考え方についての記述が多く見られた。また，人脈
づくりに関する記述もいくつか見られた。よって，
相談支援従事者現任者研修は相談支援専門員の資質を
向上し，サービスの質を担保する重要な役割を担って
いることは確かである。今後は研修での学びを実務
に生かし，満足度や効果を高めることが必要だと考
える。各地域ごとの事業所が集まり，事例検討を
行っているという報告がされていることから，その
ような場面で教育的スーパービジョンを行うことが
有効なのではないだろうか。

3 ．研究の限界と今後の課題
　本調査では，「援助者の対応に関する要因」がある
相談支援専門員の研修満足度が低いという結果につ
いて，今後の研修でどのように活かしていくかを知
るには限界がある。そのため，今後ケースを増やし
ていきながら，さらに厳密に同研修にて複数回調査
を行う等して，相談支援の実務における困難と研修
満足度の関連を明確にしていく必要があると考える。
　また，困難事例に対しては，事後対応ではなく未
然に防ぐという視点が重要であるといわれているが，

研修後の成果についてアンケートを取る等，フォ
ローアップの体制を整えることも必要なのではない
だろうか。研修での学びを定着させることで相談支
援専門員の資質向上につながり，今後より良い相談
支援が展開されると考える。

4 ．結論
　A 県相談支援従事者現任者研修では，支援困難事
例の要因の 1 つである「援助者の対応に関する要因」
の有無によって総合満足度に差が見られた。しかし，
満足度が低かった人においても，自由記述を見ると
具体的な学びを得ていたことが分かった。また，相
談支援従事者現任者研修は相談支援サービスの質を
向上させることに加え，他の受講生と知り合い，日
常業務の中では得られない新たな考え方を得る機会
としても，相談支援専門員の役に立っている。これ
らの学びを「援助者の対応に関する要因」がある人
が実務に生かすためには，今後教育的スーパービ
ジョンを充実する必要があると考えられる。

利益相反

　本論文に関して開示すべき利益相反関連事項はな
い。

注
注 1 ）	 スケールの信頼性・妥当性については検証されて

いない。
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表 5．自由記述

①研修の中で印象に残った内容をお書きください。（30～50文字程度）
［援助者の対応に関する要因　非該当］
・本人が持つストレングスを大切に。
・GSV
・グループスーパービジョンの有用性が理解できた。また，チームアプローチの大切さも良くわかった。
・GSV において，バイザーとバイジーの関係が水平であり，専門職職種間同士で行われること。他職種間ではない。
・断らない相談支援
・インターバル研修の研修の必要性を実感しました。研修の理解を深めることができました。
・同じグループの事例検討でうまくいったこと
・事例検討では見方を変えるとケアの方法の選択が増え参考になった。他の事例についても見解が広がった。

［援助者の対応に関する要因　該当］
・インターバル研修が初めてで，印象的でした
・グループワークで個々のケースを時間をかけて時間をかけて行うことで意見を出し合えた。
・カタカナ語が多い
・グループワークを通してチームで取り組む重要性・必要性を体験できました。

②研修の中で印象に残った内容をお書きください。
［援助者の対応に関する要因　非該当］
・	ケースによっては，グループスーパービジョンを活用してみたい。グループスーパービジョンを行う事によって，今までと違った

視点からアプローチ出来そう。
・良い面より悪い面に目がいってしまう。ストレングスの視点で支援方針を考えることで新たなものがみえると思う。
・ストレングス・アセスメント票は活用したいと思っている
・人脈いただきました。
・講義を通しての知識と知り合った人脈
・GSV の活用
・ストレングスアセスメント票は，見方を変えて，他の職員の意見を取り入れストレングスを見つけていきたい。

［援助者の対応に関する要因　該当］
・いずれも業務上必要なことばかりなので活用できると思います。おさらいなので特にありません。
・インターバル研修でのつながりが，今後活用できそうです。
・ストレングスの視点でユーモアな意見。パーソナルリカバリープランの考え方。
・アイディア

③研修において，疑問に感じたことをお書きください。
［援助者の対応に関する要因　非該当］
・事前課題のガイダンスやどのタイミングで事前課題をどのくらい使うなどがもう少し明確であれば助かります。
・事業所で抱える困難ケースを，他事業者とともに検討していく場があればよい。
・疑問に感じたことはなかった。その通りだと感じた。
・作成した資料が全部使われなかったこと。（持ち込んだ課題）

［援助者の対応に関する要因　該当］
・期間が長くなり，課題が多くなり業務に支障が出そうです。上から締め付けられるような圧迫感があります。
・ありません
・今回の更新研修から増えたことで，課題を含めた業務量の難しさを感じた。
・資料が重い

④今回の研修を通して感じたことを自由にお書きください。（30～50文字程度）
［援助者の対応に関する要因　非該当］
・現在行っている業務の見直しが出来た。
・今までと違った視点を持つ事ができた。今回の研修で得られた事を忘れず，柔軟な視点を持って利用者支援を展開して行きたい。
・自分の住んでいる地域がどのように支援しているのかを調べることができた。そんな機会になりました。
・一人の相談員ができることには限りがあるので，チームの協力が不可欠だと感じた。
・利用者様は個々なので個々に対応する社会資源を作れるように業務をしたいと思います。
・現場に持ち帰りうまく活用できるように自分なりに復習したいと思っています。
・他事業所や市町村の取り組みは参考になり，事業所や市町村に働きかけていきたい。初心に戻り向き合っていきたい。

［援助者の対応に関する要因　該当］
・普段，軽く義務的になりがちな業務について考えさせられました。本人の意思確認や状態について丁寧に拘わる必要を感じました。
・ 4 日間とも天候に恵まれず，移動が大変でしたが，研修自体はとても勉強になりました。
・個々のケースを話し合うことで，より学びやすく意見を出すことができた。
・コロナ禍の中，対策がしっかりされていたので安心した。ありがとうございました。
・意思決定支援，チームアプローチの視点を学ぶことができました。
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ABSTRACT

［Objective］	This	study	was	to	examine	relationships	between	satisfaction	with	in-service	training	in	A	
prefecture	and	whether	the	training	participants	had	practical	difficulties	in	their	workplace	or	not.

［Methods］	This	was	a	cross-sectional	study	with	a	survey	conducted	using	online	questionnaires.	Of	the	
50	participants,	18	responses	to	the	online	questionnaire	were	received.	The	data	were	subjected	to	
statistical	analysis	using	SPSS	version	26.0.	The	questionnaire	was	comprised	of	three	sections:	sat-
isfaction	score	with	in-service	training,	demographic	characteristics,	and	working	conditions	（including	
practical	difficulties）.	A	t-test	and	Analysis	of	Variance	（ANOVA）	were	used	to	process	the	data.	
The	level	of	significance	was	set	at	p＜.05.	The	study	was	also	conducted	with	the	approval	of	the	
Ethics	Committee	of	the	university	where	the	research	representative	belonged	to.

［Results］	The	mean	level	of	the	total	Satisfaction	scores	was	110.1	（SD＝17.2）:	the	maximum	was	130	
and	the	minimum	was	62.	We	performed	a	one-way	ANOVA	or	t-test	with	practical	difficulties	as	the	
independent	 variable.	The	 Satisfaction	 score	 of	 the	 participants	with	 practical	 difficulties	which	
included	supporting	or	caring	for	clients	was	significantly	lower	than	participants	without	practical	
difficulties	（df＝1,	t＝17.71,	p＝0.004）.

［Conclusions］	Training	participants	who	had	practical	difficulties	in	their	workplace	were	unsatisfied	with	
in-service	training.	One	of	the	reasons	is	that	the	participants	with	practical	difficulties	which	included	
supporting	 or	 caring	 for	 their	 clients	 didn’t	 have	 a	 chance	 to	make	 the	most	 of	what	 they	 had	
learned	because	of	their	working	environments.	Providing	educative	supervision	after	in-service	train-
ing	has	the	possibility	to	facilitate	the	use	of	knowledge	and	skills	gained	during	training.

Aomori	J.	Health	Welfare,	4（1）;	1-11:	2022

Key words:	 In-service	training	for	staff	in	social	welfare	field	for	people	with	disabilities,	Care	manager	
for	people	with	disabilities,	Practical	difficulties	in	workplace
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